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香川県条例第22号 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和26年香川県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（給料） （給料） 

第２条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年香川県条

例第９号。以下「勤務時間等条例」という。）第９条第１項に規定する正

規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報

酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当（第１種初任給調整手当

及び第２種初任給調整手当をいう。第16条において同じ。）、扶養手当、

地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤

務手当、特地勤務手当（第11条の３の規定による手当を含む。第16条にお 

いて同じ。）、農林漁業普及指導手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、 

宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手

当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当

を含む。）を除いたものとする。 

第２条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年香川県条

例第９号。以下「勤務時間等条例」という。）第９条第１項に規定する正

規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報

酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、

住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特 

地勤務手当（第11条の３の規定による手当を含む。第16条において同じ。）、 

農林漁業普及指導手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、宿日直手当、

管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当（武力攻撃

災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。）を

除いたものとする。 

  

（級別定数及び初任給、昇格、昇給の基準） （級別定数及び初任給、昇格、昇給の基準） 

第４条 略 第４条 略 

 ２ 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、等級

別基準職務表及び人事委員会規則で定める基準に従い決定する。 

 ３ 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会が定

める初任給の基準に従い決定する。 

 ４ 職員が１の職務の級から他の職務の級に移った場合又は１の職から同じ

職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、

人事委員会の定めるところにより決定する。 

 ５・６ 略 

 ７ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の

号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、
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同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を４号給（人事委員

会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、３号給）とす

ることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとす

る。 

 ８ 次の各号に掲げる職員の第６項の規定による昇給は、前項の規定にかか

わらず、第６項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて

良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給

の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定す

るものとする。 

 (１) 55歳以上の職員のうち人事委員会規則で定める職員（次号に掲げる

職員を除く。） 

 (２) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上である

もの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれ

に相当するものとして人事委員会規則で定める職員 

 ９～11 略 

  

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第７条の３ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に

定める額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に掲げる職に係るも

のにあっては採用の日から35年以内、第３号に掲げる職に係るものにあっ

ては採用の日から20年以内、第４号に掲げる職に係るものにあっては採用

の日から５年以内の期間、採用の日（第１号から第３号までに掲げる職に

係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）

から１年を経過するごとにその額を減じて、第１種初任給調整手当として

支給する。 

第７条の３ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に

定める額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に掲げる職に係るも

のにあっては採用の日から35年以内、第３号に掲げる職に係るものにあっ

ては採用の日から20年以内、第４号に掲げる職に係るものにあっては採用

の日から５年以内の期間、採用の日（第１号から第３号までに掲げる職に

係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）

から１年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給す

る。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により第１種初任給調整手

当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の

規定に準じて、第１種初任給調整手当を支給する。 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支

給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に

準じて、初任給調整手当を支給する。 

３ 前２項の規定により第１種初任給調整手当を支給される職員の範囲、第

１種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第１種初任給調整手当の

支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

３ 前２項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調

整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事

項は、人事委員会規則で定める。 

  

第７条の４ 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職員

に適用される給料表の給料月額のうち第４条第２項の規定により当該職員
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の属する職務の級並びに同条第３項、第４項、第７項及び第８項の規定に

より当該職員の受ける号給に応じた額（定年前再任用短時間勤務職員その 

他の人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額） 

並びにこれに第９条の２の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額

の合計額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

に12を乗じ、その額を勤務時間等条例第２条第１項に規定する勤務時間に

52を乗じたもので除して得た額（その額に50銭未満の端数を生じたときは

これを切り捨て、50銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切

り上げた額）（次項において「特定額」という。）が、その在勤する地域

における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会規則で定める額（次

項において「基準額」という。）を下回るものには、採用の日から人事委

員会規則で定める日までの間、第２種初任給調整手当を支給する。 

２ 第２種初任給調整手当の月額は、人事委員会規則で定めるところにより

基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。 

 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第２

種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるも

のとして人事委員会規則で定めるものには、人事委員会規則の定めるとこ

ろにより、前２項の規定に準じて、第２種初任給調整手当を支給する。 

 

４ 前３項に規定するもののほか、第２種初任給調整手当の支給に関し必要

な事項は、人事委員会規則で定める。 

 

  

（扶養手当） （扶養手当） 

第８条 略 第８条 略 

  

（地域手当） （地域手当） 

第９条の２ 略 第９条の２ 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当

該地域における物価等を考慮して県内の地域及び人事委員会規則で定める

県外の地域に在勤する職員に支給する。 

 ２ 県内の地域に在勤する職員の地域手当の月額は、給料、給料の特別調整

額及び扶養手当の月額の合計額に1 0 0分の3 . 2を乗じて得た額とする。 

 ３ 県外の地域に在勤する職員の地域手当の月額は、給料、給料の特別調整

額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区

分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (１) １級地 1 0 0分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割

合 
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 (２) ２級地 1 0 0分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割

合 

 (３) ３級地 1 0 0分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割

合 

 (４) ４級地 1 0 0分の８を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割

合 

 (５) ５級地 1 0 0分の４を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割

合 

 ４ 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。 

  

（技能職員の給与の種類及び基準） （技能職員の給与の種類及び基準） 

第16条の３ 地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第2 8 9

号）附則第５項の規定の適用を受ける職員の給与の種類は、給料、第２種

初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手

当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（これに準ずる手当を

含む。）、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、宿日直手当、期末手当、勤

勉手当及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフル

エンザ等対策派遣手当を含む。）とし、その給与の基準は、職務の性質及

び責任を考慮して知事が定める。 

第16条の３ 地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第2 8 9

号）附則第５項の規定の適用を受ける職員の給与の種類は、給料、扶養手

当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特 

殊勤務手当、特地勤務手当（これに準ずる手当を含む。）、超過勤務手当、 

夜勤手当、休日給、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当（

武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含

む。）とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して知事が定

める。 

  

（公立学校職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年香川県条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（給料） （給料） 

第４条 給料は、勤務に対する報酬であって、初任給調整手当（第１種初任

給調整手当及び第２種初任給調整手当をいう。）、扶養手当、地域手当、

管理職手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊

勤務手当、特地勤務手当（第23条の３の規定による手当を含む。第25条に

おいて同じ。）、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手

当、義務教育等教員特別手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及

び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。）、退職手当、退職年

金及び退職一時金を除いたものとする。 

第４条 給料は、勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、

地域手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等

手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第23条の３の規定による手当を含む。

第25条において同じ。）、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、

勤勉手当、義務教育等教員特別手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣

手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。）、退職手当、

退職年金及び退職一時金を除いたものとする。 
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（職員の職務の級ごとの定数） （職員の職務の級ごとの定数） 

第６条 略 第６条 略 

 ２ 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、等級

別基準職務表及び人事委員会に協議して教育委員会規則で定める基準に従

い決定する。 

  

（初任給、昇格及び昇給の基準） （初任給、昇格及び昇給の基準） 

第７条 略 第７条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会

に協議して教育委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。 

 ２ 職員が１の職務の級から他の職務の級に移った場合又は１の職から同じ

職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、

人事委員会に協議して教育委員会規則で定めるところにより決定する。 

 ３ 略 

 ４ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の

号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、

同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を４号給（人事委員

会に協議して教育委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあ

っては、３号給）とすることを標準として人事委員会に協議して教育委員

会規則で定める基準に従い決定するものとする。 

 ５ 55歳以上の職員のうち人事委員会に協議して教育委員会規則で定める職

員の第３項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第３項前段に

規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好であ

り、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇

給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会に協議して

教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。 

 ６～８ 略 

  

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第19条の２ 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充に

ついて特別の事情があると認められる職で人事委員会に協議して教育委員

会規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,50 0円を超えな

い範囲内の額を採用の日から５年以内の期間、採用の日から１年を経過す

るごとにその額を減じて、第１種初任給調整手当として支給する。 

第19条の２ 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充に

ついて特別の事情があると認められる職で人事委員会に協議して教育委員

会規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,50 0円を超えな

い範囲内の額を採用の日から５年以内の期間、採用の日から１年を経過す

るごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により第１種初任給調整手 ２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支
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当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の

規定に準じて、第１種初任給調整手当を支給する。 

給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に

準じて、初任給調整手当を支給する。 

３ 前２項の規定により第１種初任給調整手当を支給される職員の範囲、第

１種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第１種初任給調整手当の

支給に関し必要な事項は、人事委員会に協議して教育委員会規則で定める。 

３ 前２項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調

整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事

項は、人事委員会に協議して教育委員会規則で定める。 

  

第19条の３ 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職員

に適用される給料表の給料月額のうち第６条第２項の規定により当該職員

の属する職務の級並びに第７条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定

により当該職員の受ける号給に応じた額（定年前再任用短時間勤務職員そ

の他の人事委員会に協議して教育委員会規則で定める職員にあっては、人

事委員会に協議して教育委員会規則で定める額）並びにこれに第21条の規

定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額（その額に１円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）に12を乗じ、その額を勤務時

間等条例第３条第１項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た

額（その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上１

円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額）（次項において

「特定額」という。）が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基

準を考慮して人事委員会に協議して教育委員会規則で定める額（次項にお

いて「基準額」という。）を下回るものには、採用の日から人事委員会に

協議して教育委員会規則で定める日までの間、第２種初任給調整手当を支

給する。 

 

２ 第２種初任給調整手当の月額は、人事委員会に協議して教育委員会規則

で定めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。 

 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第２

種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるも

のとして人事委員会に協議して教育委員会規則で定めるものには、人事委

員会に協議して教育委員会規則の定めるところにより、前２項の規定に準

じて、第２種初任給調整手当を支給する。 

 

４ 前３項に規定するもののほか、第２種初任給調整手当の支給に関し必要

な事項は、人事委員会に協議して教育委員会規則で定める。 

 

  

（扶養手当） （扶養手当） 

第20条 略 第20条 略 
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（地域手当） （地域手当） 

第21条 略 第21条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地

域における物価等を考慮して県内の地域及び人事委員会に協議して教育委

員会規則で定める県外の地域に在勤する職員に支給する。 

 ２ 県内の地域に在勤する職員の地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管

理職手当の月額の合計額に、1 0 0分の3 . 2を乗じて得た額とする。 

 ３ 県外の地域に在勤する職員の地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管

理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応

じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (１) １級地 1 0 0分の20を超えない範囲内で人事委員会に協議して教育

委員会規則で定める割合 

 (２) ２級地 1 0 0分の16を超えない範囲内で人事委員会に協議して教育

委員会規則で定める割合 

 (３) ３級地 1 0 0分の12を超えない範囲内で人事委員会に協議して教育

委員会規則で定める割合 

 (４) ４級地 1 0 0分の８を超えない範囲内で人事委員会に協議して教育

委員会規則で定める割合 

 (５) ５級地 1 0 0分の４を超えない範囲内で人事委員会に協議して教育

委員会規則で定める割合 

 ４ 前項の地域手当の級地は、人事委員会に協議して教育委員会規則で定め

る。 

 ５ 前各項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、人

事委員会に協議して教育委員会規則で定める。 

  

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年香川県条例第61号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第５条 職員の給与に関する条例（昭和26年香川県条例第５号。以下「給与

条例」という。）第３条、第４条、第７条から第８条まで、第９条の４及

び第11条の４の規定、公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年香川県

条例第８号。以下「学校職員給与条例」という。）第５条から第７条まで、

第５条 職員の給与に関する条例（昭和26年香川県条例第５号。以下「給与

条例」という。）第３条、第４条、第７条から第８条まで、第９条の４及

び第11条の４の規定、公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年香川県

条例第８号。以下「学校職員給与条例」という。）第５条から第７条まで、
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第17条、第19条の２から第20条まで、第22条、第22条の２、第23条（同条

第１項第７号に係るものに限る。）及び第24条の７の規定、産業教育手当

の支給に関する条例（昭和32年香川県条例第53号）の規定並びに定時制通

信教育手当の支給に関する条例（昭和35年香川県条例第31号）の規定は、

特定任期付職員には、適用しない。 

第17条、第19条の２、第20条、第22条、第22条の２、第23条（同条第１項

第７号に係るものに限る。）及び第24条の７の規定、産業教育手当の支給

に関する条例（昭和32年香川県条例第53号）の規定並びに定時制通信教育

手当の支給に関する条例（昭和35年香川県条例第31号）の規定は、特定任

期付職員には、適用しない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（香川県病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 香川県病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成19年香川県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当（第１種初任給調整手当及

び第２種初任給調整手当をいう。）、扶養手当、地域手当、住居手当、通

勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、

休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末

手当、勤勉手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型イ

ンフルエンザ等対策派遣手当を含む。）及び退職手当とする。 

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住

居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間

外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤

務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及

び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。）及び退職手当とする。 

  

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第５条 第１種初任給調整手当は、採用による欠員の補充について特別の事

情があると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。 

第５条 初任給調整手当は、採用による欠員の補充について特別の事情があ

ると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。 

  

第５条の２ 第２種初任給調整手当は、新たに採用された職員であって、採

用の日において、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち当該職員

の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額（定年前再任用 

短時間勤務職員（職員の定年等に関する条例（昭和59年香川県条例第20号） 

第13条の規定により採用された職員をいう。第21条第２項及び第27条第２

項において同じ。）その他の管理者が定める職員にあっては、管理者が定

める額）並びにこれに第７条の規定による地域手当の支給割合を乗じて得

た額の合計額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた
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額）に12を乗じ、その額を管理者が定める１週間当たりの勤務時間に52を

乗じたもので除して得た額（その額に50銭未満の端数を生じたときはこれ

を切り捨て、50銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上

げた額）が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して

管理者が定める額を下回る職員に対して支給する。 

  

（扶養手当） （扶養手当） 

第６条 略 第６条 略 

  

（給与の減額） （給与の減額） 

第21条 略 第21条 略 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子（

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第1 1 0号）第２条第

１項において子に含まれるものとされる者を含む。）を養育するため１日

の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことをいう。）、修学部分

休業（当該職員が大学その他の管理者が定める教育施設における修学のた

め、２年を超えない範囲内で管理者が定める期間中、１週間の勤務時間の

一部について勤務しないことをいう。）、介護休暇（当該職員が要介護者

（配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病

又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があ

るものをいう。以下この項において同じ。）の介護をするため、管理者が、

職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続す

る状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月（定年前再任用短時間

勤務職員にあっては、管理者が定める期間）を超えない範囲内で指定する

期間（以下この項において「指定期間」という。）内において勤務しない

ことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）、介護時間（

当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要

とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係

る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部に

つき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）

又は子育て部分休暇（当該職員（地方公務員の育児休業等に関する法律第

10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受

けた職員（同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を

含む。）を除く。）がその小学校就学の始期から９歳に達する日以後の最

初の３月31日までの間にある子（同法第２条第１項において子に含まれる

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子（

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第1 1 0号）第２条第

１項において子に含まれるものとされる者を含む。）を養育するため１日

の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことをいう。）、修学部分

休業（当該職員が大学その他の管理者が定める教育施設における修学のた

め、２年を超えない範囲内で管理者が定める期間中、１週間の勤務時間の

一部について勤務しないことをいう。）、介護休暇（当該職員が要介護者

（配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病

又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があ

るものをいう。以下この項において同じ。）の介護をするため、管理者が、

職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続す

る状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月（職員の定年等に関す

る条例（昭和59年香川県条例第20号）第13条の規定により採用された職員

（第27条第２項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）にあ

っては、管理者が定める期間）を超えない範囲内で指定する期間（以下こ

の項において「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇をいう。）、介護時間（当該職員が要

介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継

続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と

重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しな

いことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）又は子育て

部分休暇（当該職員（地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第３項

の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員（

同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。）を
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ものとされる者を含む。）を養育するため、１日の勤務時間の全部又は一

部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をい

う。）の承認を受けて勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その

勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支

給する。 

除く。）がその小学校就学の始期から９歳に達する日以後の最初の３月31

日までの間にある子（同法第２条第１項において子に含まれるものとされ

る者を含む。）を養育するため、１日の勤務時間の全部又は一部につき勤

務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）の承

認を受けて勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その勤務しない

１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

  

（職員の修学部分休業に関する条例の一部改正） 

第５条 職員の修学部分休業に関する条例（平成19年香川県条例第70号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合の給与） （修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合の給与） 

第３条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給

与に関する条例（昭和26年香川県条例第５号。以下「職員給与条例」とい

う。）第12条及び公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年香川県条例

第８号。以下「学校職員給与条例」という。）第27条第１項の規定にかか

わらず、その勤務しない１時間につき、給料の月額並びに給料の月額及び

給料の特別調整額又は管理職手当に対する地域手当、給料の月額に対する

特地勤務手当（職員給与条例第11条の３又は学校職員給与条例第23条の３

の規定による手当を含む。）、へき地手当（へき地手当等に関する条例（

昭和46年香川県条例第16号）第５条の規定による手当を含む。）、定時制

通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業普及指導手当並びに初任給調整

手当（第１種初任給調整手当及び第２種初任給調整手当をいう。）、在宅

勤務等手当、特殊勤務手当（手当の額が月額をもって定められているもの

に限る。）、給料の特別調整額、管理職手当及び義務教育等教員特別手当

の月額の合計額に12を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に52を乗じ

たものから人事委員会規則で定めるものを減じたもので除して得た額を減

額して給与を支給する。 

第３条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給

与に関する条例（昭和26年香川県条例第５号。以下「職員給与条例」とい

う。）第12条及び公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年香川県条例

第８号。以下「学校職員給与条例」という。）第27条第１項の規定にかか

わらず、その勤務しない１時間につき、給料の月額並びに給料の月額及び

給料の特別調整額又は管理職手当に対する地域手当、給料の月額に対する

特地勤務手当（職員給与条例第11条の３又は学校職員給与条例第23条の３

の規定による手当を含む。）、へき地手当（へき地手当等に関する条例（

昭和46年香川県条例第16号）第５条の規定による手当を含む。）、定時制

通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業普及指導手当並びに初任給調整

手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当（手当の額が月額をもって定められ

ているものに限る。）、給料の特別調整額、管理職手当及び義務教育等教

員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間

に52を乗じたものから人事委員会規則で定めるものを減じたもので除して

得た額を減額して給与を支給する。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第６条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年香川県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
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改正後 改正前 

  

（会計年度任用職員の給与） （会計年度任用職員の給与） 

第２条 前条の給与とは、法第22条の２第１項第２号に掲げる会計年度任用

職員（以下「第２号会計年度任用職員」という。）にあっては給料並びに 

初任給調整手当（第１種初任給調整手当及び第２種初任給調整手当をいう。 

以下同じ。）、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（職員

の給与に関する条例（昭和26年香川県条例第５号。以下「給与条例」とい

う。）第11条の３又は公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年香川県

条例第８号。以下「学校職員給与条例」という。）第23条の３の規定によ

る手当を含む。）、へき地手当（へき地手当等に関する条例（昭和46年香

川県条例第16号）第５条の規定による手当を含む。）、超過勤務手当、夜

勤手当、休日給及び宿日直手当（以下「各種手当」という。）並びに期末

手当及び勤勉手当をいい、同項第１号に掲げる会計年度任用職員（以下「

第１号会計年度任用職員」という。）にあっては報酬並びに期末手当及び

勤勉手当をいう。 

第２条 前条の給与とは、法第22条の２第１項第２号に掲げる会計年度任用

職員（以下「第２号会計年度任用職員」という。）にあっては給料並びに

初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（職

員の給与に関する条例（昭和26年香川県条例第５号。以下「給与条例」と

いう。）第11条の３又は公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年香川

県条例第８号。以下「学校職員給与条例」という。）第23条の３の規定に

よる手当を含む。）、へき地手当（へき地手当等に関する条例（昭和46年

香川県条例第16号）第５条の規定による手当を含む。）、超過勤務手当、

夜勤手当、休日給及び宿日直手当（以下「各種手当」という。）並びに期

末手当及び勤勉手当をいい、同項第１号に掲げる会計年度任用職員（以下

「第１号会計年度任用職員」という。）にあっては報酬並びに期末手当及

び勤勉手当をいう。 

２ 略 ２ 略 

  

（職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正） 

第７条 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年香川県条例第33号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

附 則 附 則 

  

（定義） （定義） 

２ 略 ２ この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (１) 令和３年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法

律第63号）をいう。 

 (２) 暫定再任用職員 令和３年改正法附則第４条第１項又は第２項（こ

れらの規定を令和３年改正法附則第９条第２項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定により採用された職員をいう。 

 (３) 暫定再任用短時間勤務職員 令和３年改正法附則第６条第１項又は
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第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第２項の規定により 

読み替えて適用する場合を含む。）の規定により採用された職員をいう。 

 (４) 暫定再任用職員等 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員

をいう。 

  

（職員の給与に関する条例の一部改正に伴う職員の勤務延長に関する経過

措置） 

（職員の給与に関する条例の一部改正に伴う職員の勤務延長に関する経過

措置） 

24 職員の給与に関する条例附則第４項から第15項までの規定は、令和３年

改正法附則第３条第５項又は附則第３項の規定により勤務している職員に

は適用しない。 

24 第２条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「新給与条

例」という。）附則第４項から第15項までの規定は、令和３年改正法附則

第３条第５項又は附則第３項の規定により勤務している職員には適用しな

い。 

  

（職員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関す

る経過措置） 

（職員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関す

る経過措置） 

25 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が職員の給与に関す

る条例第４条の２第１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下こ 

の項から附則第28項までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。） 

であるものとした場合に適用される同条例第３条第１項の給料表に係る定

年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第４

条第２項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額と

する。 

25 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第４条

の２第１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下この項から附則

第28項までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。）であるも

のとした場合に適用される新給与条例第３条第１項の給料表に係る定年前

再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、職員の給与に関

する条例第４条第２項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級

に応じた額とする。 

  

27 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職

員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員

の給与に関する条例第３条第１項の給料表に係る定年前再任用短時間勤務

職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第４条第２項の規定により

当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤

務時間、休暇等に関する条例第２条第３項の規定により定められた当該暫

定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする。 

27 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職

員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給

与条例第３条第１項の給料表に係る定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲

げる基準給料月額のうち、職員の給与に関する条例第４条第２項の規定に

より当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第16

条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（附則第41

項において「新勤務時間条例」という。）第２条第３項の規定により定め

られた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

  

28 暫定再任用職員等は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、職員の

給与に関する条例第７条の４、第14条の４第３項及び第４項並びに第14条

の５第４項の規定を適用する。 

28 暫定再任用職員等は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与

条例第14条の４第３項及び第４項並びに第14条の５第４項の規定を適用す

る。 
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29 職員の給与に関する条例第14条の８第１項の職員に暫定再任用職員等が

含まれる場合における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分

ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第１号中「定

年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及

び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年香川

県条例第33号）附則第２項第４号に規定する暫定再任用職員等（次号にお

いて「暫定再任用職員等」という。）」と、同項第２号中「定年前再任用

短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任

用職員等」とする。 

29 新給与条例第14条の８第１項の職員に暫定再任用職員等が含まれる場合

における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の

算定に係る同項の規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短

時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年 

等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年香川県条例第33号） 

附則第２項第４号に規定する暫定再任用職員等（次号において「暫定再任 

用職員等」という。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」

とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員等」とする。 

  

（公立学校職員の給与に関する条例の一部改正に伴う公立学校職員の勤務

延長に関する経過措置） 

（公立学校職員の給与に関する条例の一部改正に伴う公立学校職員の勤務

延長に関する経過措置） 

31 公立学校職員の給与に関する条例附則第５項から第12項までの規定は、

令和３年改正法附則第３条第５項又は附則第３項の規定により勤務してい

る職員には適用しない。 

31 第３条の規定による改正後の公立学校職員の給与に関する条例（以下「

新学校職員給与条例」という。）附則第５項から第12項までの規定は、令

和３年改正法附則第３条第５項又は附則第３項の規定により勤務している

職員には適用しない。 

  

（公立学校職員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任

用に関する経過措置） 

（公立学校職員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任

用に関する経過措置） 

32 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が公立学校職員の給

与に関する条例第８条第１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以

下この項から附則第35項までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」と

いう。）であるものとした場合に適用される同条例第５条第１項の給料表

に係る定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同

条例第６条第２項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応

じた額とする。 

32 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が新学校職員給与条

例第８条第１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下この項から

附則第35項までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。）であ

るものとした場合に適用される新学校職員給与条例第５条第１項の給料表

に係る定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、公

立学校職員の給与に関する条例第６条第２項の規定により当該暫定再任用

職員の属する職務の級に応じた額とする。 

  

34 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職

員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される公立

学校職員の給与に関する条例第５条第１項の給料表に係る定年前再任用短

時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第６条第２項の規

定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、

公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第３条第３項の規定により

定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定

34 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職

員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新学

校職員給与条例第５条第１項の給料表に係る定年前再任用短時間勤務職員

の欄に掲げる基準給料月額のうち、公立学校職員の給与に関する条例第６

条第２項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に

応じた額に、第15条の規定による改正後の公立学校職員の勤務時間、休暇 

等に関する条例（附則第41項において「新学校職員勤務時間条例」という。） 
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する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 第３条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額と

する。 

  

35 暫定再任用職員等は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、公立学

校職員の給与に関する条例第19条の３第１項、第23条の４第１項及び第２

項、第24条の３第３項並びに第24条の７第２項の規定を適用する。 

35 暫定再任用職員等は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新学校

職員給与条例第23条の４第１項及び第２項、第24条の３第３項並びに第24

条の７第２項の規定を適用する。 

  

36 公立学校職員の給与に関する条例第24条の６第１項の職員に暫定再任用

職員等が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職

員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第１

号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤

務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和

４年香川県条例第33号）附則第２項第４号に規定する暫定再任用職員等（

次号において「暫定再任用職員等」という。）」と、同項第２号中「定年

前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び

暫定再任用職員等」とする。 

36 新学校職員給与条例第24条の６第１項の職員に暫定再任用職員等が含ま

れる場合における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごと

の総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第１号中「定年前

再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職

員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年香川県条

例第33号）附則第２項第４号に規定する暫定再任用職員等（次号において

「暫定再任用職員等」という。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時

間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職

員等」とする。 

  

（公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

（公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

40 暫定再任用短時間勤務職員は、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例第２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

同条例の規定を適用する。 

40 暫定再任用短時間勤務職員は、新学校職員勤務時間条例第２条第３項に

規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新学校職員勤務時間条

例の規定を適用する。 

  

（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

41 暫定再任用短時間勤務職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第

２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の

規定を適用する。 

41 暫定再任用短時間勤務職員は、新勤務時間条例第２条第３項に規定する

定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用す

る。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和10年３月31日までの間における第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第７条の４第１項の規定の適用につい

ては、同項中「第９条の２」とあるのは、「第９条の２第１項及び第２項並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和６年香川県条例第
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37号）附則第８項」とする。 

（委任） 

３ 前項に定めるもののほか、第１条、第５条及び第６条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

４ 第２条及び第３条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会に協議して教育委員会規則で定める。 


